
 

平成 30 年３月 28 日 

消費者庁食品表示企画課 

 

「機能性表示食品の届出等に関するガイドライン」等の一部改正について 

 

 

 消費者庁では、機能性表示食品制度の運用の課題、対象成分の拡大及び消費者への

情報提供の観点から、制度の課題等に対応するため、「機能性表示食品の届出等に関

するガイドライン」（以下、「ガイドライン」といいます。）及び「機能性表示食品に

関する質疑応答集」の一部を改正しました。 

 

 

１ 主な改正事項  ※詳細は別紙参照 

（１）届出資料の簡素化 

（２）届出確認の迅速化 

（３）生鮮食品の特徴を踏まえた取扱い 

（４）対象となる機能性関与成分の拡大 

（５）分析方法を示す資料の開示 

（６）事業者による届出後の販売状況の届出 

 

 

２ スケジュール 

 改正ガイドラインは、平成30年３月28日から施行されます。なお、本改正では、機

能性表示食品届出データベース（以下、「届出データベース」といいます。）の改修を

要する事項が含まれます。改正ガイドラインの施行及び届出データベースの運用に係

る具体的なスケジュールについては別紙を参照してください。 

 

 

３ その他 

ガイドラインの改正に伴い、平成30年３月28日から分析方法に関する資料を開示す

ることとなります。従前のガイドラインに基づき届け出られた食品（届出番号が付与

されている食品）についても、機能性関与成分の定性試験及び定量試験の分析方法を

示す資料を開示する必要があります。分析方法を示す資料の開示のみを目的に直ちに

変更届出を行う必要はありませんが、他の目的で変更届出を行う際に併せて変更願い

ます。 

本件に関する問合せ先  

消費者庁 食品表示企画課 久保、坪井 

電話：０３－３５０７－９２２０（直通） 

ＦＡＸ：０３－３５０７－９２９２ 
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「機能性表示食品の届出等に関するガイドライン」の第３次改正等について（概要）

① 煩雑な届出資料
（規制改革実施計画）

② 届出確認事務の遅滞
（規制改革実施計画）

③ 生鮮食品の届出件数が低調
（規制改革実施計画）

運
用
の
課
題

④ 対象となる機能性関与成分の拡大
・ 糖質、糖類の取扱いを明記
・ 植物エキス及び分泌物の取扱いを明記

情
報
提
供

⑤ 分析方法を示す資料の開示
（必要に応じてマスキング）

⑥ 事業者による届出後の販売状況の届出

① 事業者の届出時の負担軽減及びミスの減少

② 届出手続の迅速化
・ 事業者の事業展開上の予見可能性の向上
・ 消費者が販売前に届出資料を確認できる

期間の確保

③ 生鮮食品の機能性の表示による消費者の
自主的かつ合理的な食品の選択の機会の
確保

⑤ 消費者の信頼性の確保
・ 第三者による分析方法の妥当性の検証
・ 第三者による買上調査による検証

⑥ 消費者が食品を選択するための情報提供の
確保

○ 機能性表示食品は、食品表示法に基づく食品表示基準に規定され、科学的根拠に基づき機能性関与成分の機能性を表示する食品。
○ 機能性表示食品は販売日の60日前までに消費者庁長官に必要な事項を届け出る必要がある。
○ 届出においては、次長通知に基づく「機能性表示食品の届出等に関するガイドライン」等にのっとり、データベースで必要な資料を提出する。

制度の課題等に対応するため、 「機能性表示食品の届出等に関するガイドライン」の第３次改正等を平成30年３月28日に行った。

課題 改正点 期待される効果

① 届出資料の簡素化
・ 届出資料への入力項目数を約30％削減

② 届出確認の迅速化
・ 事業者団体等の事前確認を経た旨を届出
・ 公表済みの届出食品と同一性を失わない

程度の変更である旨を届出

③ 生鮮食品の特徴を踏まえた取扱い
・ 一日摂取目安量の一部を摂取できる旨の

表示の追加
・ 生鮮食品に係るQ&Aの拡充

④ 栄養成分及び機能性関与成分が
明確でない食品の取扱い
（機能性表示食品制度における機能
性関与成分の取扱い等に関する検討
会報告書）

④ 機能性表示食品の増加
・ 事業者による消費者の需要に則した食品

の生産
・ 消費者の自主的かつ合理的な食品の選択

の機会の確保

⑤ 第三者による成分分析ができない
（機能性表示食品制度における機能
性関与成分の取扱い等に関する検討
会報告書）

⑥ 販売の有無を確認できない
（消費者庁調査）

対
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「機能性表示食品の届出等に関するガイドライン」の第３次改正等について（運用開始時期）

○ 平成30年３月に改正した「機能性表示食品の届出等に関するガイドライン」の運用は、機能性表示食品届
出データベースの改修を要するため、運用開始時期は以下のとおりとする。

届出資料の簡素化

届出確認の迅速化
（機能性表示食品（再届出））

糖質、糖類の届出

植物エキス
及び分泌物の届出

分析方法の開示

生鮮食品の届出
（一部を摂取できる旨の表示）

届出データベース改修前
（平成30年３月改正ガイドラインに基づく運用）

届出データベース改修後
（平成30年３月改正ガイドライン別添に基づく運用）

改正前より入力項目の約30％削減一部、様式の変更

試験運用 本格的に運用開始

届出確認の迅速化
（事業者団体等の事前確認）

運用開始

販売状況の届出 運用開始

（平成30年３月28日から運用開始） （運用開始時期については、別途通知）
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